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東アジアにおける法学部教育の可能性（一）

（阪大法学）64（5-421）　1419〔2015. 1 〕

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
法
学
部
教
育
の
可
能
性
（
一
）

─
─W

hat is ʻlegalʼ Education?

─
─

林　
　
　
　
　

智　
　

良

は
じ
め
に
─
─
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
と
概
要

　

二
〇
一
三
年
一
二
月
七
日
午
前
一
〇
時
よ
り
午
後
五
時
ま
で
、
大
阪
大
学
豊
中
キ
ャ
ン
パ
ス
基
礎
工
学
棟
の
シ
グ
マ
ホ
ー
ル
に
て
、

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
法
学
部
教
育
の
可
能
性
─W

hat is ʻlegalʼ Education?

─
」
が
開
催
さ
れ
た
。
本
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（23330032　

代
表　

林
智
良
）「
学
部
課
程
法
学
教
育
の
社
会
的
機
能
と
指
導
理
念
に

関
す
る
法
史
学
的
・
法
理
論
的
総
合
研
究
」
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
趣
旨
を
、

事
前
配
布
さ
れ
た
呼
び
か
け
文
に
基
づ
き
記
そ
う
。

　

明
治
初
年
の
西
洋
法
継
受
以
来
、
日
本
の
法
学
部
教
育
は
法
曹
養
成
に
特
化
せ
ず
、
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
養
成
も
重
要
な
任
務
と
し
て
き

た
。
特
に
、
ド
イ
ツ
国
家
学
の
影
響
下
で
、
国
家
を
制
度
的
に
捉
え
る
官
僚
が
、
法
学
部
で
養
成
す
る
べ
き
重
要
な
人
材
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
、
そ
の
養
成
機
能
が
現
に
果
た
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
地
方
公
務
員
や
民
間
企
業
社
員
も
法
的
素
養
を
持
つ
ゼ
ネ
ラ
リ

ス
ト
と
し
て
多
数
輩
出
さ
せ
る
と
い
う
実
績
を
今
日
に
至
る
ま
で
日
本
の
法
学
教
育
は
果
た
し
て
き
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
四
年
に
法



資　　　料
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曹
養
成
を
主
目
的
と
す
る
法
科
大
学
院
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
制
度
的
な
再
編
成
の
対
象
に
こ
そ
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、

改
め
て
日
本
の
法
学
部
教
育
は
そ
の
存
在
意
義
を
問
わ
れ
、
法
科
大
学
院
を
含
む
専
門
職
大
学
院
や
他
の
諸
機
関
と
の
協
働
・
分
業
関

係
の
あ
り
方
を
再
検
討
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
。　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
法
学
教
育
制
度
設
計
と
教
育
実
践
を
進
め
る
上
で

｢

法
学
教
育
が
社
会
で
果
た
し
う
る
役
割｣

と
い
う
観
点
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
隣
国
で
あ
る
中
華
人
民
共
和
国
、
台
湾
（
中
華
民
国
）、

大
韓
民
国
に
お
け
る
法
学
教
育
の
現
況
と
日
本
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
議
論
を
行
い
た
い
。

　

以
上
が
開
催
趣
旨
で
あ
る
が
、
当
日
は
各
国
で
法
学
教
育
と
研
究
の
第
一
線
に
立
つ
パ
ネ
リ
ス
ト
を
迎
え
て
個
別
報
告
と
パ
ネ
ル
デ

ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。
冒
頭
で
は
竹
中
浩
大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
長
が
開
催
挨
拶
を
行
い
、
午
後
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
で
は
本
科
研
の
代
表
者
で
あ
る
林
が
司
会
を
、
同
研
究
科
の
福
井
康
太
教
授
が
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
つ
と
め
た
。
多
数
の
法

学
教
育
関
係
者
を
含
む
参
加
者
を
得
て
活
発
な
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。

　

以
下
で
は
、
四
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
に
よ
る
発
表
原
稿
に
後
日
発
表
者
の
手
で
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
を
収
録
す
る
。
使
用
言
語
、

翻
訳
の
有
無
、
翻
訳
者
名
は
個
々
の
発
表
の
末
尾
に
付
し
た
。
カ
ッ
コ
内
の
所
属
・
肩
書
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
時
の
も
の
で
あ
る
。

一
部
の
原
稿
に
お
け
る
表
記
に
つ
き
、
林
が
若
干
の
加
除
を
行
っ
た
。
本
稿
は
前
記
科
学
研
究
費
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
の
で
、

そ
の
旨
を
記
し
て
謝
意
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
一
）
日
本
の
状
況　

三
成
賢
次
（
大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

（
二
）
韓
国
の
状
況　

朴
賢
京
（
韓
国
霊
山
大
学
法
学
院
准
教
授
）

（
三
）
台
湾
（
中
華
民
国
）
の
状
況　

劉
宗
徳
（
台
湾
国
立
政
治
大
学
法
学
部
教
授
）

（
四
）
中
華
人
民
共
和
国
の
状
況　

丁
相
順
（
中
国
人
民
大
学
法
学
院
教
授
）

（
当
日
の
発
表
順
）




